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平成28年５月26日

株　主　各　位

神戸市兵庫区新開地１丁 目３番 2 4 号

神 戸 電 鉄 株 式 会 社
代表取締役社長 杉 山 健 博

第141回定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申しあげます。
　さて、当社第141回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出
席くださいますようご案内申しあげます。

敬　具

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することが
できますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封
の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年６月９日(木曜日)
午後６時までに到着するようにご送付くださいますようお願い申しあげます。

記

１．日　時 平成28年６月10日（金曜日）午前10時
２．場　所 神戸市北区谷上東町１番１号

谷上ＳＨビル７階（末尾案内図ご参照）
３．目的事項

報告事項 １．第141期（平成27年４月１日から平成28年３月31日ま
で）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報
告の件

２．会計監査人および監査役会の第141期連結計算書類監
査結果報告の件

決議事項
 第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 補欠監査役２名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
　お願い申しあげます。また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◎当社定款第17条により、株主ではない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができ
　る株主以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。
◎事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が
　生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ（ http://www.shintetsu.co.jp/ ）に掲載いた
　しますので、ご了承ください。
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株主総会招集ご通知添付書類

事　 業　 報　 告

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(１) 事業の経過およびその成果

　当期におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境に改善が見られるなど緩

やかな回復基調にありましたが、個人消費の伸び悩みや世界経済の下振れリ

スク等もあり、先行き不透明な状況で推移しました。

　この間当社グループにおいては、平成25年度から28年度までの中期経営計

画「グループビジョン2016」に基づき、各部門において増収に注力するとと

もにコストの削減に努めた結果、当期の業績は次のとおりとなりました。

　すなわち、営業収益は23,140百万円となり前期に比べ494百万円

（2.2％）増加、営業利益は2,283百万円となり前期に比べ443百万円

（24.1％）増加、経常利益は1,474百万円となり前期に比べ409百万円

（38.4％）増加、親会社株主に帰属する当期純利益は1,234百万円となり前

期に比べ127百万円（11.5％）増加しました。

　なお、当期の期末配当につきましては、株主の皆様には誠に申し訳なく存

じますが、引き続き無配とさせていただきますので、何とぞご了承賜ります

ようよろしくお願い申しあげます。

　当期のセグメント別の概況は次のとおりであります。
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運　輸　業

　鉄道事業においては、「安全の絶対確保」を図るため、引き続き安全管理

体制のさらなる整備・充実に取り組んだほか、運転保安度の一層の向上を図

るため、「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」の補助を活用しながら、ＰＣ

まくらぎ化、電柱のコンクリート化、法面の防災、橋梁・トンネルの補強等

の工事を推し進めました。また、「人と環境にやさしく、安全・快適な車両」

を目指した新型車両6500系１編成を新造しました。

　増収策としては、企画乗車券において、有馬温泉への旅客誘致を図るため、

「有馬・六甲周遊１ｄａｙパス」や「訪日旅行者向け 有馬温泉 太閤の湯ク

ーポン」に加え、新たに「有馬グルメ＆湯けむりチケット」を発売しました。

また、地元の観光協会等とともに季節感のある様々なイベントを実施したほ

か、増加する訪日旅行者向けに案内サービスの充実を図りました。さらに、

新たな企画として、「親子で！家族で！体験イベント」を実施し、神鉄ファ

ンの獲得に注力するとともに、沿線自治体や各種団体と連携して企画ハイキ

ング等を多数開催しました。このほか、神戸市が昨年５月から企画乗車券「神

鉄シーパスワン（神戸電鉄の高齢者利用促進パス）」の発売を開始したこと

を受けて、同市と連携してその周知とご利用者の拡大に努めました。

　ご利用者の減少が続く粟生線においては、粟生線活性化協議会が策定した

地域公共交通総合連携計画の重点方針に基づき、「粟生線ブログ駅長」によ

る旅客誘致に向けた情報発信や、「粟生線乗ろうＤＡＹ！プログラム」によ

る様々なイベントを行うなど、地域の皆様や沿線自治体と一体となって利用

促進・啓発に取り組みました。

　なお、鈴蘭台駅においては、平成30年夏頃の供用開始を目指して橋上駅舎

化工事を鋭意進めております。

　一方、バス事業においては、企業や学校の貸切送迎業務をはじめ積極的な

営業活動を展開し、増収に努めました。

　これらの結果、当期の運輸業の営業収益は12,926百万円となり、前期に比

べ227百万円（1.8％）増加し、営業利益は1,117百万円となり、前期に比べ

267百万円（31.4％）増加しました。
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不　動　産　業

　土地建物販売業においては、兵庫県明石市の戸建用地等を販売しました。

　また、土地建物賃貸業においては、昨年３月に取得した新規物件（大阪市

北区）が収益に寄与したほか、既存の賃貸物件等でもテナントの誘致に努め

ました。

　このほか、沿線２箇所における太陽光発電事業はいずれも順調に推移して

おります。

　なお、神戸市により施行されている鈴蘭台駅前再開発事業においては、駅

前の活性化および利便性の向上を図るため、継続して関係各所と協議を進め

ております。

　これらの結果、当期の不動産業の営業収益は2,041百万円となり、前期に比

べ62百万円（3.1％）増加し、営業利益は812百万円となり、前期に比べ99百

万円（13.9％）増加しました。

流　通　業

　食品スーパー業においては、競争力の強化を図るため、昨年５月に「神鉄

食彩館谷上店（神戸市北区）」の全面リニューアルを行ったほか、各店舗で

魅力ある集客イベントを開催するとともに、親しみやすく品揃えが豊富な売

場づくりを進めるなど、積極的な増収策を展開しました。

　また、駅売店業においては、事業の強化を図るため、昨年３月に株式会社

セブン-イレブン・ジャパンと業務提携契約を締結し、６月に第１号店「セブ

ン-イレブン神鉄西鈴蘭台駅店（神戸市北区）」をオープンしました。その後

も駅売店からコンビニエンスストアへの転換を順次推し進め、各店舗ともお

客様にご好評をいただいております。

　これらの結果、当期の流通業の営業収益は6,305百万円となり、前期に比べ

30百万円（0.5％）増加し、営業利益は93百万円となり、前期に比べ３百万円

（3.3％）増加しました。

－ 4 －



そ　の　他

　健康・保育事業においては、昨年４月から「しんてつ・みどりがおか保育

園（三木市）」で小規模保育事業に新たに取り組み、従来からの認可外保育

園との一体運営を開始したほか、他の保育施設についても園児数の増員に努

めました。

　また、建設業においては、工事の直営化を推し進めるとともに、当社グ

ループ外からの受注拡大に努めました。

　これらの結果、当期のその他の営業収益は3,193百万円となり、前期に比べ

312百万円（10.8％）増加し、営業利益は291百万円となり、前期に比べ71百

万円（32.3％）増加しました。
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(２) 対処すべき課題

　当社グループでは、経営理念である「安心・安全・快適をお届けすること

で、お客様の豊かな暮らしを実現し、地域社会に貢献する」ことを目指すと

ともに、「グループビジョン2016」において、当社グループの競争力を高

め、持続的成長と発展を遂げることで、有利子負債の削減など財務の健全化

を図り、安定した経営基盤の確立と企業価値の向上に努めることとしており

ます。

　今後も、その実現に向けて、激変する経営環境に迅速かつ的確に対応でき

る体制を確立し、運輸業の事業基盤の強化、不動産業・流通業の収益拡大を

図ってまいります。また、経営基盤を拡充させるため、新規事業および既存

事業の周辺事業への積極的な展開を進めてまいります。さらには、グループ

全体の経営資源配分の最適化や、シナジーの創出およびその最大化を図って

まいります。

　なお、粟生線については、輸送人員の減少傾向に歯止めがかからず、収支

も厳しい状況が続いておりますが、粟生線の維持・存続を図っていくため、

同線の利用促進や、上下分離をはじめとした同線にかかるコストの軽減等に

向けて、今後も引き続き関係者と協議・検討を行ってまいります。

　当社グループのおかれた経営環境は依然として厳しい状況にありますが、

復配に向けグループ一丸となってさらなる業績の向上に努め、財務の健全化

を図ってまいりますので、株主の皆様におかれましては、何とぞ変わらぬご

理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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(３) 設備投資の状況

　当期中に実施いたしました主な設備投資は、鉄道車両の新造をはじめとし

た鉄道安全対策工事と鈴蘭台駅の橋上駅舎化工事であります。

(４) 資金調達の状況

　当期におきましては、株式会社日本政策投資銀行からの1,000百万円をはじ

め、金融機関から所要の借入を行いました。

　なお、当期末の借入金残高は68,275百万円で、前期末に比べ2,241百万円の

減少となりました。

(５) 財産および損益の状況の推移

区 分
第138期

平成24年度
第139期

平成25年度
第140期

平成26年度

第141期
（当期）
平成27年度

営 業 収 益 (百万円) 23,201 22,764 22,646 23,140

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(　〃　) 578 606 1,107 1,234

１株当たり当期純利益 (円・銭) 7.18 7.53 13.76 15.35

総 資 産 (百万円) 98,966 97,510 96,472 95,954

純 資 産 (　〃　) 11,360 11,766 13,899 14,726

（注）１．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等

の適用により、当連結会計年度より「当期純利益」の科目表示を「親会社株主

に帰属する当期純利益」に変更しております。

２．「１株当たり当期純利益」は、期中平均発行済株式総数に基づき算出してお

ります。

　なお、期中平均発行済株式総数は自己株式数を控除して算出しております。
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(６) 重要な親会社および子会社ならびに企業結合等の状況

① 親会社との関係

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

神 鉄 バ ス 株 式 会 社 111 100.0 バス事業、運行管理請負業

大阪神鉄豊中タクシー株式会社 92 100.0 タクシー業

株式会社神鉄エンタープライズ 60 100.0 食品スーパー業

神 鉄 観 光 株 式 会 社 30 100.0 旅行業、コンビニ業、広告代理

業、水産観光業

株式会社神鉄ビジネスサポート 30 100.0 金融業、情報システムサービス

業

神 鉄 タ ク シ ー 株 式 会 社 20 100.0 タクシー業

株式会社神鉄コミュニティサービス 20 100.0 建設業、施設管理業、警備業

③ その他重要な企業結合等の状況

　当社の持分法適用会社は次のとおりであります。

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

北 神 急 行 電 鉄 株 式 会 社 3,200 19.9 鉄道事業

株 式 会 社 有 馬 温 泉 企 業 10 50.0 温泉給湯業
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(７) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

① 運 輸 業

鉄道事業 (神戸電鉄)

営業キロ 69.6km(有馬線 22.5km、三田線 12.0km、公園都市

線 5.5km、粟生線 29.2km、神戸高速線 0.4km)

駅　　数 48駅

車 両 数 157両(客車 157両)

バス事業 (神鉄バス)

営業キロ 17.0km

車 両 数 93両(乗合旅客 12両、貸切旅客 78両、特定旅客 ３

両)

タクシー業 車 両 数 158両(大阪神鉄豊中タクシー 98両、神鉄タク

シー 60両)

② 不動産業 土地建物販売業、土地建物賃貸業、発電および売電事業

③ 流 通 業 食品スーパー業、コンビニ業

④ そ の 他 健康・保育事業、介護事業、旅行業、広告代理業、水産

観光業、建設業、施設管理業、警備業、金融業、情報シ

ステムサービス業
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(８) 主要な事業所（平成28年３月31日現在）

① 運 輸 業

事 業 内 容 主 要 な 事 業 施 設

鉄 道 事 業
神戸電鉄本社(神戸市兵庫区)、鈴蘭台総合事務所・車両工場(以上神

戸市北区)

バ ス 事 業 神鉄バス本社・星和台営業所(以上神戸市北区)

タ ク シ ー 業
大阪神鉄豊中タクシー本社(大阪市淀川区)・豊中営業所(豊中市)、

神鉄タクシー本社(神戸市北区)

② 不動産業

事 業 内 容 主 要 な 事 業 施 設

土地建物賃貸業

【主要な賃貸施設】
神鉄本社ビル、神鉄ビル(以上神戸市兵庫区)

鈴蘭台北神鉄ビル、鈴蘭台西町神鉄ビル、北鈴神鉄ビル、北鈴神鉄駅

ビル、北鈴神鉄駅前ビル、北鈴一番館、北鈴二番館、鈴蘭台西口神鉄

ビル、西鈴神鉄ビル、西鈴壱番館、西鈴二番館、西鈴三番館、谷上Ｓ

Ｈビル、谷上事務所、有馬一番館、岡場駅高架下店舗、田尾寺店舗(以

上神戸市北区)

緑が丘駅前店舗(三木市)

小野神鉄ビル(小野市)

発電および売電事業 神鉄見津太陽光発電所、神鉄栄太陽光発電所(以上神戸市西区)

③ 流 通 業

事 業 内 容 主 要 な 事 業 施 設

食品スーパー業
神鉄食彩館新開地店(神戸市兵庫区)、神鉄食彩館北鈴店・西鈴店・谷

上店・岡場店(以上神戸市北区)、神鉄食彩館落合店(神戸市須磨区)

コ ン ビ ニ 業

セブン-イレブン神鉄新開地駅店・神鉄湊川駅店(以上神戸市兵庫

区)、セブン-イレブン神鉄北鈴蘭台駅店・神鉄西鈴蘭台駅店・神鉄谷

上駅店・神鉄岡場駅店(以上神戸市北区)
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④ そ　の　他

事 業 内 容 主 要 な 事 業 施 設

健康･保育事業 谷上保育園、しんてつ・おかば園(以上神戸市北区)、よこやま保

育園(三田市)、しんてつ・みどりがおか保育園(三木市)、小野駅

前学童保育所(小野市)

神鉄スイミングスクール(神戸市北区)、御影スイミングスクール

(神戸市東灘区)

リフレッシュサロンラフィネ阪急三宮駅店(神戸市中央区)

介護事業 神鉄ケアサービスセンター(神戸市北区・三田市)、神鉄デイサー

ビスセンター(神戸市北区)

旅行業 神鉄観光本社営業所(神戸市兵庫区)

広告代理業 神鉄観光本社(神戸市兵庫区)

水産観光業 神鉄観光有馬ます池(神戸市北区)

建設業 神鉄コミュニティサービス本社(神戸市北区)

施設管理業 神鉄コミュニティサービス本社(神戸市北区)

警備業 神鉄コミュニティサービス本社(神戸市北区)

金融業 神鉄ビジネスサポート本社(神戸市兵庫区)

情報システムサービス業 神鉄ビジネスサポート本社(神戸市兵庫区)

(９) 従業員の状況（平成28年３月31日現在）

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

名 名
824 4減

（注）１．従業員数には、企業集団外への出向社員、嘱託等は含んでおりません。

２．臨時従業員の年間の平均人員は、805名であります。
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(10) 主要な借入先（平成28年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

百万円
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 12,632

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 10,539

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 8,524

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 6,706

兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 5,031

２．会社の株式に関する事項（平成28年３月31日現在）

(１) 発行可能株式総数 160,000,000株

(２) 発行済株式の総数 80,615,668株

(３) 株主数 10,141名（前期末比276名減）

(４) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％
阪 急 阪 神 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 21,950 27.3

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 3,141 3.9

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４) 1,086 1.3

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 869 1.1

株 式 会 社 み な と 銀 行 832 1.0

阪 急 電 鉄 株 式 会 社 776 1.0

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口１) 513 0.6

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口３) 492 0.6

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 486 0.6

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口５) 474 0.6

（注）持株比率は自己株式数(146,349株)を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項

(１) 取締役および監査役の氏名等

（平成28年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
会 長 原　田　兼　治

代 表 取 締 役
社 長 杉 山 健 博

代 表 取 締 役
専 務 取 締 役 三津澤　　　修 鉄道事業本部長

常 務 取 締 役 藤　原　芳　明
経営企画部、人事総務部担当
株式会社神鉄ビジネスサポート 代表取締役社長

常 務 取 締 役 近　藤　恭　彦
ライフサポート事業本部介護事業部担当
経営企画部担当
株式会社神鉄エンタープライズ 代表取締役

取 締 役 平　松　秀　則 ハリマ化成グループ株式会社 社外取締役

取 締 役 原　口　和　夫

取 締 役 田　村　幸　久
人事総務部長
神鉄バス株式会社 代表取締役会長

取 締 役 内　芝　伸　一 経営企画部長、鉄道事業本部副本部長、鉄道事業本部企画部長

取 締 役 津　山　裕　昭

不動産事業本部長
ライフサポート事業本部健康・保育事業部担当
株式会社神鉄コミュニティサービス 代表取締役社長
株式会社有馬温泉企業 代表取締役社長

常 任 監 査 役
（ 常 勤 ） 稗　田　　　勝

監 査 役 川　島　常　紀
阪急阪神ホールディングス株式会社 常任監査役
阪急電鉄株式会社 常任監査役

監 査 役 木　下　卓　男 弁護士

（注）１．取締役　平松秀則および取締役　原口和夫は、社外取締役であります。

２．監査役　川島常紀および監査役　木下卓男は、社外監査役であります。

３．監査役　稗田　勝は、長年にわたり金融機関に勤務し、財務および会計に関

する相当程度の知見を有しております。

４．取締役　平松秀則、取締役　原口和夫、監査役　川島常紀および監査役　木

下卓男は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
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５．決算期後に生じた取締役の担当および重要な兼職の状況の異動

　　　平成28年４月１日付で次のとおり変更となりました。

地　位 氏　　　名 担当および重要な兼職の状況

常 務 取 締 役 内　芝　伸　一
経営企画部担当
鉄道事業本部副本部長

取 締 役 田　村　幸　久
人事総務部担当
神鉄タクシー株式会社 代表取締役社長

（２）取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報酬等の総額

取 締 役 ７名 66百万円

監 査 役 ３名 11百万円

計 10名 78百万円

（注）１．上記のうち、社外役員（社外取締役および社外監査役）に対する報酬等の総

額は４名５百万円であります。

２．上記には、使用人兼務取締役の使用人の給与相当額27百万円は含んでおりま

せん。

（３）社外役員に関する事項

①重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

　取締役　平松秀則は、ハリマ化成グループ株式会社の社外取締役で

あります。なお、当社と同社との間に特別の利害関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況

区　分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役
平 松 秀 則

取締役会の10回全てに出席し、豊富な経営経験と高い見
識に基づき必要な発言を適宜行っております。

原 口 和 夫
取締役会の10回全てに出席し、豊富な経験と高い見識に
基づき必要な発言を適宜行っております。

監 査 役

川 島 常 紀
取締役会10回のうち9回に、また監査役会10回のうち9回
に出席し、コンプライアンスの視点から必要な発言を適
宜行っております。

木 下 卓 男
取締役会の10回全てに、また監査役会の10回全てに出席
し、弁護士としての専門的見地から必要な発言を適宜行
っております。

③責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
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４．会計監査人に関する事項

(１) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(２) 会計監査人の報酬等の額

区 分 報 酬 等 の 額

①　当社が支払うべき報酬等の額 33百万円

②　当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の
　　利益の合計額

33百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報

酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておりませ

ん。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積り等を

検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第１項の同意

を行っております。

(３) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の独立性、信頼性、効率性等について問題

があり、適正な職務の遂行が困難であると認められる場合は、株主総

会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決

定します。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める

事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計

監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任

後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解

任の理由を報告します。
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５．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

　当社は、会社法等の関係法令の改正を踏まえ、業務の適正を確保する

ための体制について、平成27年４月27日開催の取締役会において一部改

定する決議をしております。

　改定後の当該体制の内容は、次のとおりであります。

(１) 当社およびグループ会社の取締役および使用人の職務の執行が法令お

よび定款に適合することを確保するための体制

　コンプライアンス担当部署を置き、同部署は、当社およびグループ
会社においてより質の高いコンプライアンスを推進していくため、「神
戸電鉄グループ法令倫理行動マニュアル」を作成・配付し、法令遵守
等について当社グループの役職員の意識を高めるとともに、定期的に
研修を実施する。
　法令、定款、規程もしくは企業倫理に反する行為またはそのおそれ
のある事実を速やかに認識し、コンプライアンス経営を確保すること
を目的として、当社およびグループ会社の役職員が利用することので
きる内部通報制度を設ける。
　当社およびグループ会社において法令等に違反する重大な事象が発
生した場合には、速やかに是正措置を講じるとともに、当社監査役に
報告する。
　他部門からの独立性を確保した内部監査部門を設置し、同部門は、
当社の監査役と連携して、当社およびグループ会社を対象に内部監査
を実施する。
　財務報告に係る内部統制については、当社およびグループ会社の責
任体制や方針を定め、財務報告の信頼性を確保する。
　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断を
徹底するため、弁護士、警察等の外部機関との連携を図るなど、当社
およびグループ会社において必要な体制を整備する。

(２) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　当社の取締役の職務の執行に係る文書その他の情報は、文書の保
存・管理に関する規程に従い適切に保存・管理し、当社の監査役はこ
れらの文書その他の情報を常時閲覧できるものとする。
　文書の保存・管理に関する規程には、重要な文書の保管方法、保存
年限等を定め、その規程を制定・改定する際は、当社の監査役と事前
に協議を行う。
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(３) 当社およびグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体

制

　当社およびグループ会社におけるリスク管理を統括する担当部署を
設け、組織横断的なリスクについてはリスク管理担当部署が、各部門
または各グループ会社の所管業務に関するリスクについては各部門ま
たは各グループ会社が、それぞれリスク想定・分析を行ったうえで、
対策の立案等を行うとともに、適時見直しを行う。
　当社およびグループ会社において不測の事態が発生した場合に、適
切な情報伝達が可能となる体制を整備するとともに、重大なリスクが
具現化した場合には、社長を対策本部長とする危機対策本部を直ちに
設置し、迅速かつ必要な初期対応を行うことにより、その損害・影響
等を最小限に止める体制を整備する。
　上記事項を定めるリスク管理に関する規程に従い、当社およびグ
ループ会社のリスク分析やリスク対応の状況等について、適時当社の
取締役会が報告を受ける体制を確保する。

(４) 当社およびグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われるこ

とを確保するための体制

　当社の取締役会に加えて経営会議、グループ経営会議を設置し、当
社および当社グループの経営方針および経営戦略や経営計画に関わる
重要事項については、経営会議、グループ経営会議の審議を経て、取
締役会において決定するものとし、その進捗状況および成果について
は、適時取締役会が報告を受ける体制を確保する。
　業務執行については、業務組織、業務分掌、意思決定制度等におい
てそれぞれ当社およびグループ会社の取締役および使用人の権限と責
任の所在および執行手続の詳細を定めるものとし、重要な業務執行の
進捗状況については、適時当社およびグループ会社の取締役会が報告
を受ける体制を確保する。
　経営に関する意思決定においては、中期および年度の経営計画、月
次の業績報告等に基づき合理性、妥当性を十分に審議することにより、
経営判断の適正性を確保する。
　業務の効率性と適正性を確保するため、当社およびグループ会社に
おいてＩＴ化を推進する。
　当社およびグループ会社の資金調達を一元化することにより、業務
の効率性および資金の流れの透明性を確保する。
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(５) グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関

する体制その他の企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社グループの中期および年度経営計画については、当社が承認権
限を持つとともに、適時その進捗状況について、当社の取締役会が報
告を受ける体制を確保する。
　グループ会社がグループ経営の観点から重要な事項を実施する場合
においては、事前に当社の承認を得ることを求め、またグループ会社
が当社に適時報告する体制を整備する。

(６) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場
合には、監査役と協議し、必要な人員を配置する。

(７) 当社の監査役を補助する使用人の当社の取締役からの独立性および当

該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　当社の監査役を補助する使用人の異動・評価等に関しては、監査役
と事前に協議を行う。
　当社の監査役を補助する使用人は、監査役の指揮命令によりその職
務を行う。

(８) 当社の監査役への報告に関する体制および監査役に報告をした者が当

該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するた

めの体制

　当社の監査役が出席する当社の取締役会、経営会議、グループ経営
会議等において当社およびグループ会社の重要事項の報告を行う。
　当社およびグループ会社の取締役、使用人等が業務執行の状況等に
つき当社の監査役が必要と認める事項を適時報告する体制を整備する。
　内部監査部門は、当社の監査役に対し、内部監査活動に関する報告
を適時行うほか、内部通報制度の運用状況を定期的に報告する。
　当社の監査役に報告を行った当社およびグループ会社の役職員に対
し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を行わないこととす
る。
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(９) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手

続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る

方針に関する事項

　当社の監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求
をしたときは、速やかに当該費用を処理する。

(10) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための

体制

　当社の監査役は、内部監査部門が実施する監査計画について事前に
説明を受けるとともに、追加監査の実施等、必要な措置を求めること
ができる。
　当社の監査役は、効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人
および内部監査部門と協議または意見交換を行う。
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６．業務の適正を確保するための体制の運用に関する事項

　当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、
次のとおりであります。

(１) コンプライアンスに関する取組

　当社グループは、コンプライアンス意識の一層の向上を図るため、
役職員を対象とした各種研修等を実施しております。また、内部通報
制度の周知にも努めております。
　内部監査については、内部監査部門が当期における重要なテーマ等
を設定して、それに基づき当社およびグループ会社を対象に監査を実
施しております。また、同部門は、財務報告に係る内部統制について、
有効性の評価を行っております。
　反社会的勢力との関係遮断については、その徹底を図るため弁護士
や警察等の外部機関等との情報交換を継続的に実施しております。

(２) リスク管理に関する取組

　当期におけるグループ共通のリスク項目を掲げ、それをもとに当社
およびグループ会社がそれぞれ重点目標を設定し、各リスクの低減に
向けて対策を立案する等の取組を実施しております。
　また、常勤役員で構成されるリスク管理委員会を開催し、リスクへ
の対応状況の確認等を行い、その内容を取締役会に報告しております。

(３) 取締役の職務執行の適正および効率性の確保に関する取組

　当社グループでは、取締役会のほか、経営会議やグループ経営会議
等を定期的に開催しており、経営計画等の重要事項のほか、グループ
会社の重要な投資案件について、十分に審議することにより経営判断
の適正性を確保しております。
　また、業務の効率性と適正性を確保するため、グループ全体でＩＴ
化を推進したほか、グループ内の資金調達や資金管理を一元化してお
ります。
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(４) 当社グループにおける業務の適正の確保に関する取組

　グループ会社の重要な事項については、当社の取締役会やグループ
経営会議等で審議するとともに、グループ会社の年度経営計画の進捗
状況等についても、毎月報告を受ける体制を確保しております。

(５) 監査役監査の実効性の確保に関する取組

　監査役が取締役会等の重要な会議に出席したり、稟議書等を常時閲
覧したりすること等により、速やかに必要な情報を得られる体制を確
保しております。
　また、監査役は効率的な監査を実施するため、定期的に外部会計監
査人や内部監査部門等と意見交換を行っております。
　なお、監査役の職務を補助する体制として専任スタッフを配置して
おり、同スタッフは監査役の指揮命令に基づき職務を行っております。

　本事業報告中の記載金額および株式数の表示単位未満は切り捨て、比率の

表示桁未満は四捨五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

平成28年３月31日現在

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） 百万円 （負　債　の　部） 百万円

流 動 資 産 5,241 流 動 負 債 31,397

現 金 及 び 預 金 1,187 買 掛 金 3,288

売 掛 金 1,007 短 期 借 入 金 25,457

短 期 貸 付 金 107 未 払 法 人 税 等 160

販売土地及び建物 824 前 受 金 86

商 品 111 賞 与 引 当 金 49

貯 蔵 品 446 そ の 他 2,355

未 成 工 事 支 出 金 0

そ の 他 1,557 固 定 負 債 49,830

貸 倒 引 当 金 △0 長 期 借 入 金 42,817

繰 延 税 金 負 債 25

固 定 資 産 90,713 再評価に係る繰延税金負債 3,475

有 形 固 定 資 産 88,151 退職給付に係る負債 875

建物及び構築物 46,413 負 の の れ ん 1

機械装置及び運搬具 5,483 そ の 他 2,634

土 地 34,716

建 設 仮 勘 定 1,137 負 債 計 81,228

そ の 他 401

無 形 固 定 資 産 689 （純 資 産 の 部）

の れ ん 18 株 主 資 本 13,234

そ の 他 670 資 本 金 11,710

投資その他の資産 1,872 利 益 剰 余 金 1,574

投 資 有 価 証 券 812 自 己 株 式 △50

長 期 貸 付 金 754 その他の包括利益累計額 1,491

繰 延 税 金 資 産 44 その他有価証券評価差額金 120

そ の 他 287 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △87

貸 倒 引 当 金 △26 土地再評価差額金 1,491

退職給付に係る調整累計額 △33

純 資 産 計 14,726

資 産 合 計 95,954 負債・純資産合計 95,954

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

科 目 金 額

百万円 百万円

営 業 収 益 23,140

営 業 費

運 輸 業 等 営 業 費 及 び 売 上 原 価 18,251

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,605 20,857

営 業 利 益 2,283

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 26

そ の 他 の 収 益 199 226

営 業 外 費 用

支 払 利 息 896

そ の 他 の 費 用 139 1,035

経 常 利 益 1,474

特 別 利 益

工 事 負 担 金 等 受 入 額 771

そ の 他 の 利 益 4 776

特 別 損 失

工 事 負 担 金 等 圧 縮 額 771

そ の 他 の 損 失 86 858

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,392

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 150

法 人 税 等 調 整 額 7 157

当 期 純 利 益 1,234

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,234

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

株 主 資 本

資 本 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

百万円 百万円 百万円 百万円
当 期 首 残 高 11,710 339 △43 12,007

当 期 変 動 額

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

1,234 1,234

自 己 株 式 の 取 得 △6 △6

土地再評価差額金の取崩 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － 1,234 △6 1,227

当 期 末 残 高 11,710 1,574 △50 13,234

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土 地 再 評 価
差 額 金

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
当 期 首 残 高 348 △74 1,304 314 1,892 13,899

当 期 変 動 額

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

1,234

自 己 株 式 の 取 得 △6

土地再評価差額金の取崩 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △228 △12 187 △347 △401 △401

当 期 変 動 額 合 計 △228 △12 187 △347 △401 826

当 期 末 残 高 120 △87 1,491 △33 1,491 14,726

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　注　記　表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項

（１) 連結子会社の数

７社

（２) 連結子会社の名称

神鉄バス㈱、大阪神鉄豊中タクシー㈱、

㈱神鉄エンタープライズ、神鉄観光㈱、

㈱神鉄ビジネスサポート、神鉄タクシー㈱、

㈱神鉄コミュニティサービス

２．持分法の適用に関する事項

（１) 持分法適用関連会社の数

２社

（２) 持分法適用関連会社の名称

北神急行電鉄㈱、㈱有馬温泉企業

３．会計方針に関する事項

（１) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

・時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

②デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　　時価法

③たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）

・販売土地及び建物　　個別法

・商品　　　　　　　　主として売価還元法

・貯蔵品　　　　　　　主として移動平均法

・未成工事支出金　　　個別法
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（２) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

鉄道事業取替資産　　　取替法

その他の固定資産　　　定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（３) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

　連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支給に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。

（４) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①ヘッジ会計の処理

　繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっ

ております。

②退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における見込

額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理しております。

　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

③工事負担金等の会計処理

　当社は、鉄道事業における施設の改築工事等を行うに当たり、地方公共団体等

より工事費の一部として工事負担金等を受けております。

　工事負担金等を受け入れて取得した固定資産のうち、資産価値や機能の向上が

見込まれるもの（橋梁改築工事等）については、工事完成時に当該工事負担金等

相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額せず、固定資産に計上し、連

結損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上しております。

　また、資産価値や機能の向上が見込まれないもの（踏切道拡幅工事等）につい

ては、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から

直接減額し、連結損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上
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するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額と

して特別損失に計上しております。

　なお、当社は、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金について、工事負担

金等受入額として特別利益に計上するとともに、工事完成時に固定資産の取得原

価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。

当期の工事負担金等受入額及び工事負担金等圧縮額に含まれる当該補助金は、591

百万円であります。

④完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については

工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用して

おります。なお、工事進行基準を適用する工事の当期末における進捗度の見積り

は、原価比例法によっております。

⑤消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

⑥連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

⑦のれんの償却方法及び償却期間

　10年間の定額法により償却を行っております。

（会計方針の変更）

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号  平成25年９月13日  以

下「企業結合会計基準」という）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会

計基準第22号  平成25年９月13日  以下「連結会計基準」という）及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号  平成25年９月13日  以下「事業

分離等会計基準」という）等を当期から適用し、支配が継続している場合の子会

社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取

得関連費用を発生した各事業年度の費用として計上する方法に変更しております。

また、当期の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定

による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の連結計算書類

に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更及び

少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結

会計基準第44－５項(4) 及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的

な取扱いに従っており、当期の期首時点から将来にわたって適用しております。

　これによる連結計算書類に与える影響はありません。
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Ⅱ．連結貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

（１) 担保に供している資産

固定資産 68,203百万円

投資有価証券 187百万円

合計 68,390百万円

（２) 担保に係る債務

長期借入金 12,130百万円

短期借入金 2,430百万円

合計 14,560百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額

70,709百万円

３．固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額

55,965百万円

４．土地の再評価

　当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土

地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19

号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に

係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、これを控除

した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）

第２条第３号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出する方

法によっております。

再評価を行った年月日　　　　平成14年３月31日

Ⅲ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の種類及び総数

普通株式　80,615,668株

Ⅳ．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関

からの借入により資金を調達しております。

　売掛金に係る取引先等の信用リスクは、取引先等の企業規模や取引規模等を勘案

し、情報収集を行い、詳細情報等を把握することでリスク低減を図っております。

また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を

行っております。

　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一

部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の

固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引は社内規程に基づく限度額の

範囲で行うこととしております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　平成28年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及

びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位：百万円)

連結貸借対照表
計上額(※1)

時 価
（※1）

差 額

(1) 現金及び預金 1,187 1,187 －

(2) 売掛金 1,007 1,007 －

(3) 投資有価証券

その他有価証券 735 735 －

(4) 買掛金 (3,288) (3,288) －

(5) 短期借入金 (11,607) (11,607) －

(6) 長期借入金 (56,668) (57,498) 829

(7) デリバティブ取引(※2)

ヘッジ会計が適用されているもの [87] [87] －

 (※1) 負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

 (※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、

合計で正味の債務となる項目については[　]で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事

項

（１) 現金及び預金、並びに（２）売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

（３) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

（４) 買掛金、並びに（５）短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

（６) 長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場

合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。変動金利によ

る長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記(７)参照）、

当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を

行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割引いて算定する方法に

よっております。
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（７) デリバティブ取引

　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金

と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含め

て記載しております（上記(６)参照）。

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額76百万円）は、市場価格がなく、かつ将

来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め

て困難と認められるため、「(３)投資有価証券」に含めておりません。

（注３）(５)短期借入金及び(６)長期借入金については、連結貸借対照表において短

期借入金に含めている１年以内返済予定額を長期借入金へ組み替えて表示して

おります。

Ⅴ．賃貸等不動産に関する注記

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の子会社は、主に兵庫県内において賃貸用のビル（土地を含む。）

を有しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価

13,587 13,376

 (注1) 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であ

ります。

 (注2) 当期末の時価は、重要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑

定評価書に基づく金額、その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基

づいて自社で算定した金額であります。ただし、第三者からの取得時や直近の

評価時点から、一定の評価額や適正に市場価格を反映していると考えられる指

標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した

金額によっております。また、当期に取得したものについては、時価の変動が

軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時価としており

ます。

Ⅵ．１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 183円06銭

２．１株当たり当期純利益 15円35銭
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貸　借　対　照　表

平成28年３月31日現在

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） 百万円 （負　債　の　部） 百万円
流 動 資 産 4,409 流 動 負 債 29,694

現 金 及 び 預 金 953 短 期 借 入 金 24,911
未 収 運 賃 646 未 払 金 3,118
未 収 金 1,345 未 払 費 用 438
未 収 収 益 75 未 払 消 費 税 等 45
販売土地及び建物 848 未 払 法 人 税 等 118
貯 蔵 品 410 預 り 連 絡 運 賃 156
前 払 費 用 68 預 り 金 245
その他の流動資産 62 前 受 運 賃 420
貸 倒 引 当 金 △0 前 受 金 74

前 受 収 益 105
その他の流動負債 59

固 定 資 産 89,395 固 定 負 債 49,338
鉄道事業固定資産 69,868 長 期 借 入 金 42,641
兼 業 固 定 資 産 16,829 繰 延 税 金 負 債 19
建 設 仮 勘 定 1,137 再評価に係る繰延税金負債 3,475
投資その他の資産 1,560 退 職 給 付 引 当 金 688

関 係 会 社 株 式 669 投 資 損 失 引 当 金 220
投 資 有 価 証 券 711 その他の固定負債 2,293
その他の投資等 198
貸 倒 引 当 金 △19 負 債 計 79,033

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 13,255

資 本 金 11,710
利 益 剰 余 金 1,594
その他利益剰余金 1,594
繰越利益剰余金 1,594

自 己 株 式 △50
評価・換算差額等 1,516

その他有価証券評価差額金 112
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △87
土 地 再 評 価 差 額 金 1,491

純 資 産 計 14,771

資 産 合 計 93,804 負債・純資産合計 93,804

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 31 －



損　益　計　算　書

平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

科 目 金 額

百万円 百万円

鉄 道 事 業

営 業 収 益 9,773

営 業 費 8,831

営 業 利 益 941

兼 業

営 業 収 益 2,984

営 業 費 2,133

営 業 利 益 850

全 事 業 営 業 利 益 1,792

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 127

そ の 他 の 収 益 172 299

営 業 外 費 用

支 払 利 息 895

そ の 他 の 費 用 91 987

経 常 利 益 1,104

特 別 利 益

工 事 負 担 金 等 受 入 額 771

そ の 他 の 利 益 4 776

特 別 損 失

工 事 負 担 金 等 圧 縮 額 771

そ の 他 の 損 失 86 858

税 引 前 当 期 純 利 益 1,022

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △10

法 人 税 等 調 整 額 △0 △10

当 期 純 利 益 1,032

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

株 主 資 本

資 本 金

利 益
剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金

繰 越 利 益
剰 余 金

百万円 百万円 百万円 百万円
当 期 首 残 高 11,710 561 △43 12,229

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 1,032 1,032

自 己 株 式 の 取 得 △6 △6

土地再評価差額金の取崩 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － 1,032 △6 1,025

当 期 末 残 高 11,710 1,594 △50 13,255

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
当 期 首 残 高 334 △74 1,304 1,564 13,793

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 1,032

自 己 株 式 の 取 得 △6

土地再評価差額金の取崩 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △222 △12 187 △48 △48

当 期 変 動 額 合 計 △222 △12 187 △48 977

当 期 末 残 高 112 △87 1,491 1,516 14,771

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法

（１) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

②その他有価証券

・時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

（２) デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　　　時価法

（３) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

①販売土地及び建物　　　個別法

②貯蔵品　　　　　　　　移動平均法

２．固定資産の減価償却の方法

（１) 有形固定資産（リース資産を除く）

鉄道事業取替資産　　　取替法

その他の固定資産　　　定額法

（２) 無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

（３) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

（１) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。
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（２) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上してお

ります。

　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰

属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌期から費用処理しております。

（３) 投資損失引当金

　投資に対する損失に備えるため、相手先の財政状態等を勘案し、出資金額を

超えて負担することとなる損失見込額を計上しております。

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

（１) ヘッジ会計の処理

　繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理に

よっております。

（２) 工事負担金等の会計処理

　鉄道事業における施設の改築工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工

事費の一部として工事負担金等を受けております。

　工事負担金等を受け入れて取得した固定資産のうち、資産価値や機能の向上

が見込まれるもの（橋梁改築工事等）については、工事完成時に当該工事負担

金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額せず、固定資産に計上

し、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上しておりま

す。

　また、資産価値や機能の向上が見込まれないもの（踏切道拡幅工事等）につ

いては、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価

から直接減額し、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計

上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮

額として特別損失に計上しております。

　なお、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金については、工事負担金等

受入額として特別利益に計上するとともに、工事完成時に固定資産の取得原価

から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。

当期の工事負担金等受入額及び工事負担金等圧縮額に含まれる当該補助金は、

591百万円であります。

（３) 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（４) 連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。
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Ⅱ．貸借対照表に関する注記

 １．担保に供している資産及び担保に係る債務

（１) 担保に供している資産

鉄道事業固定資産 68,203百万円

投資有価証券 187百万円

合計 68,390百万円
（２) 担保に係る債務

長期借入金 12,130百万円

短期借入金 2,430百万円

合計 14,560百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 69,397百万円

３．事業用固定資産　有形固定資産 86,078百万円

土　地 34,595百万円

建　物 7,592百万円

構築物 38,567百万円

車　両 3,031百万円

その他 2,291百万円

無形固定資産 618百万円

４．保証債務

関係会社の金融機関からの借入金に対し、保証を行っております。

㈱神鉄ビジネスサポート 722百万円

５．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 218百万円

短期金銭債務 944百万円

長期金銭債務 12百万円

６．鉄道事業固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額

55,855百万円

７．土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評

価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相

当額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、これを控除した金額を

土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）

第２条第３号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出する方

法によっております。

再評価を行った年月日　　平成14年３月31日
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Ⅲ．損益計算書に関する注記

１．営業収益 12,757百万円

２．営業費 10,965百万円

運送営業費及び売上原価 6,206百万円

販売費及び一般管理費 1,555百万円

諸税 803百万円

減価償却費 2,400百万円

３．関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 293百万円

営業費 1,175百万円

営業取引以外の取引高 1,040百万円

Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 146,349株

Ⅴ．リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、業務用自動車、事務機器等の一部については、

所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

Ⅵ．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等 (単位：百万円)

種類 会社等の名称
議決権等の
所 有 割 合

関連当事者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取 引
金 額

科目
期 末
残 高

子会社
㈱神鉄コミュニ
ティサービス

直 接  
100％

役員の
兼任

工事の発注(注1) 1,794 未払金 892

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）工事の発注については、競争入札等により決定しております。

（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めて

おります。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 183円56銭

２．１株当たり当期純利益 12円83銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成28年５月11日

神戸電鉄株式会社

取締役会　御中

　　　　　　　　 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 淺 野 禎 彦 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 溝 　 静 太 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、神戸電鉄株式会社の平成27年４月１日
から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討
する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、神戸電鉄株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成28年５月11日

神戸電鉄株式会社
取締役会　御中
　　　　　　　　 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 淺 野 禎 彦 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 溝 　 静 太 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、神戸電鉄株式会社の平成27年４
月１日から平成28年３月31日までの第141期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ
の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び
その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及
びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細
書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計
方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書
類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第141期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会
社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の遂行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。
２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年５月12日

神戸電鉄株式会社　監査役会
常任監査役（常勤） 稗 田 　 勝 
監査役(社外監査役) 川 島 常 紀 
監査役(社外監査役) 木 下 卓 男 

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

　第１号議案　取締役６名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役　原田兼治、藤原芳明、田村幸久、
津山裕昭の４氏は任期満了となり、取締役　杉山健博、近藤恭彦の両氏は
辞任いたします。つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであ
ります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

１

はら

原
だ

田
けん

兼
じ

治
（昭和24年２月26日生）

昭和49年４月
　　　阪急電鉄株式会社入社
平成13年６月
　　　同　鉄道事業本部技術部部長
　　14年６月
　　　当社監査役
　　14年６月
　　　阪急電鉄株式会社
　　　　取締役鉄道事業本部長
　　　　兼鉄道事業本部都市交通計画室長
　　15年４月
　　　同　取締役都市交通事業本部長
　　　　　兼都市交通事業本部都市交通計画室長
　　16年４月
　　　同　常務取締役都市交通事業本部長
　　18年６月
　　　当社代表取締役社長
　　25年６月
　　　同　代表取締役会長（現在）

28,000株

２

※
てら

寺
だ

田
のぶ

信
ひこ

彦
（昭和32年10月11日生）

昭和55年４月
　　　阪急電鉄株式会社入社
平成15年６月
　　　同　都市交通事業本部鉄道営業部長
　　17年６月
　　　阪急バス株式会社
　　　　取締役
　　19年４月
　　　同　常務取締役
　　20年４月
　　　阪急電鉄株式会社
　　　　取締役人事部長
　　23年４月
　　　同　常務取締役都市交通事業本部長
　　25年４月
　　　阪急バス株式会社
　　　　代表取締役社長
　　28年４月
　　　当社顧問（現在）

0株
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

３

ふじ

藤
わら

原
よし

芳
あき

明
（昭和29年７月27日生）

昭和52年４月
　　　当社入社
平成11年６月
　　　同　統括本部経理部長
　　14年６月
　　　同　取締役統括本部副本部長兼経理グループ長
　　15年６月
　　　同　取締役統括本部長兼経理グループ長
　　19年４月
　　　同　常務取締役統括本部長兼経理グループ長
　　19年６月
　　　同　常務取締役統括本部長兼人事グループ長
　　20年４月
　　　同　常務取締役経営企画部長
　　21年４月
　　　同　常務取締役
　　　　　経営企画部、人事総務部担当（現在）

重要な兼職の状況
　株式会社神鉄ビジネスサポート
　　代表取締役社長

14,000株

４

た

田
むら

村
ゆき

幸
ひさ

久
（昭和34年３月21日生）

昭和56年４月
　　　当社入社
平成12年６月

神鉄バス株式会社
　代表取締役社長

　　20年４月
　　　当社人事総務部長
　　20年６月
　　　同　取締役人事総務部長
　　28年４月
　　　同　取締役人事総務部担当（現在）

重要な兼職の状況
　神鉄タクシー株式会社
　　代表取締役社長

11,000株
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

５

つ

津
やま

山
ひろ

裕
あき

昭
（昭和33年４月29日生）

昭和57年４月
　　　当社入社
平成14年４月

同　統括本部人事グループ長兼総務グループ長
　　14年10月

同　統括本部人事グループ長
　　19年６月
　　　大阪神鉄豊中タクシー株式会社
　　　　代表取締役社長
　　24年６月
　　　当社取締役不動産事業本部長
　　　兼ライフサポート事業本部副本部長
　　26年４月
　　　同　取締役不動産事業本部長、ライフサポート
　　　　　事業本部健康・保育事業部担当(現在)

重要な兼職の状況
　株式会社神鉄コミュニティサービス
　　代表取締役社長
　株式会社有馬温泉企業
　　代表取締役社長

8,000株

６

※
なか

中
にし

西
 

　
まこと

誠
（昭和34年10月26日生）

昭和58年４月
　　　当社入社
平成14年４月

同　流通事業本部流通グループ長
　　20年４月

同　ライフサポート事業本部介護事業部長
　　21年４月
　　　神鉄観光株式会社
　　　　代表取締役社長
　　23年４月
　　　株式会社神鉄エンタープライズ
　　　　代表取締役社長（現在）

重要な兼職の状況
　株式会社神鉄エンタープライズ
　　代表取締役社長
　神鉄観光株式会社
　　代表取締役

1,000株

（注）１．※は新任の取締役候補者であります。

　　　２．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
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　第２号議案　監査役１名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役　稗田　勝氏は任期満了となりますの
で、監査役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ておりま
す。

　　監査役候補者は、次のとおりであります。
ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、地位および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

※
こん

近
どう

藤
やす

恭
ひこ

彦
（昭和31年６月29日生）

昭和54年４月
　　　株式会社太陽神戸銀行入行
平成17年10月
　　　株式会社三井住友銀行
　　　　梅田個人債権管理センター所長
　　19年４月
　　　同　本店上席調査役
　　19年５月
　　　当社統括本部調査役
　　19年６月
　　　同　取締役統括本部経理グループ長
　　20年３月
　　　同　取締役不動産事業本部長
　　20年４月
　　　同　取締役不動産事業本部長
　　　　　兼ライフサポート事業本部副本部長
　　24年６月
　　　同　常務取締役ライフサポート事業本部長
　　26年４月
　　　同　常務取締役ライフサポート事業本部介護事業部担
　　　　　当、経営企画部担当（現在）

11,000株

（注）１．※は新任の監査役候補者であります。

２．監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
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　第３号議案　補欠監査役２名選任の件

　　平成27年６月12日開催の第140回定時株主総会において補欠監査役に選
任された井上幸二、能上尚久の両氏の選任の効力は、本総会が開催される
までの間とされておりますので、改めて監査役が法令に定める員数を欠く
ことになる場合に備え、補欠監査役２名の選任をお願いするものでありま
す。
　補欠監査役候補者は次のとおりであり、井上幸二氏は第２号議案「監査
役１名選任の件」が原案どおり承認可決された場合に監査役となる近藤恭
彦氏の補欠監査役候補者、能上尚久氏は現任の社外監査役　川島常紀氏お
よび木下卓男氏の補欠の社外監査役候補者であります。
　なお、補欠監査役の選任が効力を有する期間は、次期定時株主総会が開
催されるまでの間でありますが、監査役就任前に限り、監査役会の同意を
得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせ
ていただきます。
　また、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、地位および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

１

いの

井
うえ

上
こう

幸
じ

二
（昭和24年12月６日生）

昭和48年３月
　　　当社入社
平成10年６月
　　　神鉄観光株式会社
　　　　常務取締役
　　11年６月
　　　同　代表取締役常務取締役
　　12年６月
　　　同　代表取締役社長
　　22年４月
　　　同　退任

0株
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、地位および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

２

の

能
がみ

上
なお

尚
ひさ

久
（昭和33年７月30日生）

昭和57年４月
　　　阪急電鉄株式会社入社
平成19年４月
　　　同　取締役
　　25年４月
　　　同　常務取締役
　　26年３月
　　　同　専務取締役（現在）
　　26年６月
　　　阪急阪神ホールディングス株式会社
　　　　取締役（現在）

　重要な兼職の状況
　　阪急阪神ホールディングス株式会社
　　　取締役
　　阪急電鉄株式会社
　　　専務取締役
　　オーエス株式会社
　　　社外取締役（監査等委員）
　　株式会社東京楽天地
　　　社外監査役

0株

（注）１．各補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

　　　２．能上尚久氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
　同氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、阪急阪神ホールディングス株式
会社および阪急電鉄株式会社において要職を歴任し、豊富な経験を有しており、
社外監査役としての立場から当社の経営全般に対して高い見識に基づいた意見
が期待できるものと判断したためであります。

以　上

－ 46 －



（メモ欄）



株主総会会場（谷上ＳＨビル）付近案内図

県道神戸・三田線

至鈴蘭台
 神戸電鉄

至三田

至新神戸

北神急行

谷 上 駅

谷上ＳＨビル

Ｎ

神戸電鉄・北神急行電鉄　谷上駅下車

谷上ドーム街を西へ徒歩１分

（お願い）

・ご来場の際は、電車・バスをご利用ください。


